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日本政府に核兵器禁止条約への参加を求める意見書 

（案） 

 

広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７１年が経

過した２０１７年（平成２９年）７月７日、国連において、核兵器

禁止条約が採択された。 

同条約では、核兵器の使用は壊滅的で非人道的な結末をもたらす

おそれがあり、国際人道法などに違反すると断罪し、違法であるこ

とを明文化している。また、核兵器の開発、生産、実験、製造、取

得、保有、貯蔵、使用及び威嚇に至るまで、あらゆる活動を禁止す

るとともに、核保有国が条約へ参加するための道を明記するなど、

核兵器完全廃絶のための枠組みを示しているほか、被爆者や核実験

の被害者に対する援助も明記しており、被爆国や被害国の国民の切

望に応えるものとなっている。以上のことから、同条約は、被爆者

と共に我々国民が長年にわたり熱望してきた核兵器完全廃絶につ

ながる画期的なものである。 

国連での採択後、同条約については、同年９月２０日に署名が開

始され、昨年の国連軍縮週間初日の１０月２４日に批准が５０か

国・地域に達したことにより、本年１月２２日に発効し、現在まで

に、アジア、ヨーロッパ、中南米、アフリカ、オセアニアで８６か

国・地域が署名し、５６か国・地域が批准している。しかし、この

ように多くの国や地域が同条約に署名、批准する中にあっても、ア

メリカに安全保障を委ねている日本政府は、同条約に背を向け続け

ている。 

よって、本市議会は政府及び国会に対し、唯一の戦争被爆国とし

て核兵器を全面禁止とするため、同条約に参加し、署名、批准する

ことを強く求める。 

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和３年９月  日 

 

吹 田 市 議 会 


